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議事概要

■議案第１号・第２号（一括審議）

○委員

国道の拡幅工事により、国道の渋滞解消はもちろんのこと、印内西交差点の市道からの

出入りがスムーズになった。中土居交差点も隅切りを拡幅し、市道からスムーズに出入り

できるよう整備をお願いしたい。

〈異議なし〉

■議案第３号・第４号（一括審議）

〈異議なし〉

以 上

第３４回下関市都市計画審議会議事概要

日 時 令和８年１月１９日（月）１４時００分～１５時００分

場 所 下関市役所 西棟５階 大会議室

議 案 議案第１号

山口県が定める下関都市計画に関する市の意見について

（下関都市計画道路の変更）

議案第２号

下関都市計画道路の変更について

議案第３号

下関都市計画下水道の変更について

議案第４号

下関北都市計画下水道の変更について

出 席 者（委員）

○委 員 １７名中出席１２名



　下関市都市計画審議会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　前田　晋太郎　

山口県が定める下関都市計画に関する市の意見について（諮問）

　　　下記のとおり都市計画道路を変更することについて、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により、山口県知事から意見を求められましたので、下関市の意見形成のため貴会の意見を求
めます。

記

下関都市計画道路の変更（山口県決定）

　　　

下 都 第 ３ ０ ２ ７ 号
令和７年(2025年)１２月１５日



下関都市計画道路の変更（山口県決定） 
 

都市計画道路中 3・3・9長府綾羅木線を次のように変更する。 
種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 

備 考 
番 号 路 線 名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅 員

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

幹

線

街

路 

3・3・9 長府綾羅木線 
下 関 市

長府印内町

下 関 市

稗 田 西 町

下 関 市

秋 根 南 町

一 丁 目

約 7,220m 地表式 4車線 25m 

JR山陽新幹線と立体交差1箇所 

JR山陽本線と立体交差1箇所 

JR山陰本線と立体交差1箇所 

中国自動車道と立体交差1箇所 

幹線街路3･3･7下関駅福江線 

と立体交差1箇所 

幹線街路と平面交差8箇所 
 

幅員の内訳 

22m 約 1,970m 

 
25m 約 2,650m 

27m 約 1,800m 

32m 約   800m 

なお、長府安養寺一丁目～勝谷新町一丁目に延長約 1,130m 幅員 11.5m～45m の取付部を設ける。 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 



 

理 由 
 

3・3・9長府綾羅木線 
本路線は、下関市長府印内町から広域交通拠点である JR 新下関駅周辺を経由し、同市稗田西町に至る、市中央部を東西に連絡する都市内骨格道

路に位置付けられる幹線街路であり、昭和 21 年に都市計画決定されています。 

このたび、下関市長府の印内交差点から滑石交差点に至る区間の道路事業に際し、詳細な調査・設計の実施により、道路線形や道路構造の見直し

が必要となったため、区域の一部を変更しようとするものです。 

 

 



 
 

新  旧  対  照  表 
 

新 

旧 

種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 
備 

考 番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

旧 

幹

線

街

路 

3・3・9 長府綾羅木線 
下 関 市

長府印内町

下 関 市

稗 田 西 町

下 関 市

秋 根 南 町

一 丁 目

約 7,180m 地表式 4車線 22m 

JR山陽新幹線と立体交差1箇所 

JR山陽本線と立体交差1箇所 

JR山陰本線と立体交差1箇所 

中国自動車道と立体交差1箇所 

幹線街路3･3･7下関駅福江線 

と立体交差1箇所 

幹線街路と平面交差8箇所  

幅員の内訳 

22m 約 2,920m 

 
25m 約 1,660m 

27m 約 1,800m 

32m 約   800m 

新 

幹

線

街

路 

3・3・9 長府綾羅木線 
下 関 市

長府印内町

下 関 市

稗 田 西 町

下 関 市

秋 根 南 町

一 丁 目

約 7,220m 地表式 4車線 25m 

JR山陽新幹線と立体交差1箇所 

JR山陽本線と立体交差1箇所 

JR山陰本線と立体交差1箇所 

中国自動車道と立体交差1箇所 

幹線街路3･3･7下関駅福江線 

と立体交差1箇所 

幹線街路と平面交差8箇所 
 

幅員の内訳 

22m 約 1,970m 

 
25m 約 2,650m 

27m 約 1,800m 

32m 約   800m 

なお、長府安養寺一丁目～勝谷新町一丁目に延長約 1,130m 幅員 11.5m～45m の取付部を設ける。 

 



位 置 図

長府支所

長府駅

市立美術館

市立歴史博物館



3・３・９ 長府綾羅木線の区域の変更図(１/3)
印内交差点～三島交差点



3・３・９ 長府綾羅木線の区域の変更図(2/3)
三島交差点～滑石交差点（長府トンネル）



3・３・９ 長府綾羅木線の区域の変更図(3/3)
長府トンネル（勝谷側）



　下関市都市計画審議会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　前田　晋太郎　

下関都市計画道路の変更について （諮問）

　　　下記のとおり、都市計画道路を変更することについて、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１
９条第１項の規定により、貴会の意見を求めます。

記

下関都市計画道路の変更（下関市決定）

　　　

下 都 第 ３ ０ ２ ８ 号
令和７年(2025年)１２月１５日



下関都市計画道路の変更（下関市決定） 
 

都市計画道路中 3・5・30松原長府駅前線ほか 1 路線を次のように変更する。 

種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 
備 

考 番 号 路 線 名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅 員 

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

幹

線

街

路 

3・5・30 
松 原 長 府 

駅 前 線 

下 関 市 

長府松原町 

下 関 市 

長府印内町 

下 関 市 

長府中浜町 
約 1,330m 地表式 2車線 15m 幹線街路と平面交差2箇所  

3・6・48 長府前田線 

下 関 市 

長 府 

三 島 町 

下 関 市 

長 府 

野久留米町 

下 関 市 

長 府 

宮 の 内 町 

約 1,270m 地表式 ― 8m 幹線街路と平面交差2箇所  

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 



 

理 由 
 

【3・5・30松原長府駅前線】 
本路線は、下関市長府松原町から同市長府中浜町を経由し、同市長府印内町に至る幹線街路として、平成 16 年（2004 年）に都市計画変更され

ています。 
 このたび、3･3･9 長府綾羅木線の都市計画変更に伴い、交差点形状が変更となるため、区域の一部を変更しようとするものです。 

 

 

【3・6・48長府前田線】 
本路線は、下関市長府三島町から同市長府宮の内町を経由し、同市長府野久留米町に至る幹線街路として、昭和 53 年（1978 年）に都市計画変

更されています。 
 このたび、3･3･9 長府綾羅木線の都市計画変更に伴い、交差点形状が変更となるため、区域の一部を変更しようとするものです。 



 
 

新  旧  対  照  表 
 

 

新 

旧 

種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 
備 

考 番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

旧 

幹

線

街

路 

3・5・30 
松 原 長 府 

駅 前 線 

下 関 市 

長府松原町 

下 関 市 

長府印内町 

下 関 市 

長府中浜町 
約 1,350m 地表式 2車線 15m 幹線街路と平面交差2箇所  

新 

幹

線

街

路 

3・5・30 
松 原 長 府 

駅 前 線 

下 関 市 

長府松原町 

下 関 市 

長府印内町 

下 関 市 

長府中浜町 
約 1,330m 地表式 2車線 15m 幹線街路と平面交差2箇所  

旧 

幹

線

街

路 

3・6・48 長府前田線 豊浦村字蹄 豊浦村字清水 豊浦村字田中 約 1,280m 地表式 ― 8m 幹線街路と平面交差2箇所  

新 

幹

線

街

路

3・6・48 長府前田線 

下 関 市 

長 府 

三 島 町 

下 関 市 

長 府 

野久留米町 

下 関 市 

長 府 

宮 の 内 町 

約 1,270m 地表式 ― 8m 幹線街路と平面交差2箇所  



位 置 図

長府駅

長府支所

市立歴史博物館

市立美術館



３・５・30 松原長府駅前線の区域の変更図
３・６・48 長府前田線の区域の変更図　



　下関市都市計画審議会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　前田　晋太郎　

下関都市計画下水道の変更について （諮問）

　　　下記のとおり、都市計画下水道を変更することについて、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第
１９条第１項の規定により、貴会の意見を求めます。

記

下関都市計画下水道排水区域の変更（下関市決定）

　　　

下 都 第 ３ １ ９ ３ 号
令和７年(2025年)１２月２６日



下関都市計画下水道の変更（下関市決定）

都市計画下関市公共下水道「２．排水区域」を次のように変更する。

１．下水道の名称 下関市公共下水道

２．排水区域

排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示するものであり、「農業振興地域の整備に関す

る法律」第 8条第 1項に基づき定められた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

（備考）

面積 約 5,064ha 分流汚水 約 5,063ha 筋ヶ浜処理区 約 723ha

彦島処理区 約 793ha

山陰処理区 約 2,229ha

山陽処理区 約 1,318ha

分流雨水 約 5,064ha 筋ヶ浜処理区 約 713ha

彦島処理区 約 793ha

山陰処理区 約 2,206ha

山陽処理区 約 1,352ha



３．下水管渠

その他施設

内 訳
位 置

備 考
起 点 終 点

垢田汚水 1号幹線 下関市大字垢田字洞の上 下関市垢田町五丁目 山陰処理区

綾羅木圧送幹線 下関市垢田町五丁目 下関市古屋町二丁目 山陰処理区

安岡綾羅木汚水幹線 下関市古屋町二丁目 下関市綾羅木本町四丁目 山陰処理区

長府汚水幹線 下関市乃木浜二丁目 下関市王司本町二丁目 山陽処理区

「区域は総括図表示のとおり」

名 称 位 置 備 考

第 1中継ポンプ場 下関市南部町 敷地面積 約 240 ㎡ 筋ヶ浜処理区

第 3中継ポンプ場 下関市上新地町五丁目 敷地面積 約 630 ㎡ 筋ヶ浜処理区

小門中継ポンプ場 下関市伊崎町二丁目 敷地面積 約 10 ㎡ 筋ヶ浜処理区

伊崎中継ポンプ場 下関市伊崎町一丁目 敷地面積 約 90 ㎡ 筋ヶ浜処理区

筋ヶ浜中継ポンプ場 下関市筋ヶ浜町 敷地面積 約 220 ㎡ 筋ヶ浜処理区

筋川中継ポンプ場 下関市筋川町 敷地面積 約 1,200 ㎡ 筋ヶ浜処理区

竹崎中継ポンプ場 下関市竹崎町四丁目 敷地面積 約 410 ㎡ 筋ヶ浜処理区

田の首中継ポンプ場 下関市彦島田の首町一丁目 敷地面積 約 250 ㎡ 彦島処理区

福浦中継ポンプ場 下関市彦島福浦町一丁目 敷地面積 約 810 ㎡ 彦島処理区

竹ノ子島中継ポンプ場 下関市彦島竹ノ子島町 敷地面積 約 490 ㎡ 彦島処理区

南風泊中継ポンプ場 下関市彦島西山町四丁目 敷地面積 約 830 ㎡ 彦島処理区

西山中継ポンプ場 下関市彦島迫町二丁目 敷地面積 約 800 ㎡ 彦島処理区



弟子待中継ポンプ場 下関市彦島弟子待町二丁目 敷地面積 約 410 ㎡ 彦島処理区

本村中継ポンプ場 下関市彦島本村町三丁目 敷地面積 約 770 ㎡ 彦島処理区

本村第 2中継ポンプ場 下関市彦島老町二丁目 敷地面積 約 20 ㎡ 彦島処理区

江の浦中継ポンプ場 下関市彦島江の浦町一丁目 敷地面積 約 450 ㎡ 彦島処理区

塩浜中継ポンプ場 下関市彦島塩浜町四丁目 敷地面積 約 120 ㎡ 彦島処理区

武久中継ポンプ場 下関市武久町二丁目 敷地面積 約 1,400 ㎡ 山陰処理区

宮の下中継ポンプ場 下関市幡生宮の下町 敷地面積 約 480 ㎡ 山陰処理区

新垢田中継ポンプ場 下関市新垢田北町 敷地面積 約 380 ㎡ 山陰処理区

綾羅木中継ポンプ場 下関市古屋町二丁目 敷地面積 約 2,600 ㎡ 山陰処理区

吉見中継ポンプ場 下関市吉見本町一丁目 敷地面積 約 1,050 ㎡ 山陰処理区

王喜中継ポンプ場 下関市木屋川南町四丁目 敷地面積 約 790 ㎡ 山陽処理区

小月排水ポンプ場 下関市大字清末字大新田 敷地面積 約 1,680 ㎡ 山陽処理区

小月啓作排水ポンプ場 下関市小月南町 敷地面積 約 2,410 ㎡ 山陽処理区

筋ヶ浜終末処理場 下関市伊崎町二丁目 敷地面積 約 28,700 ㎡ 筋ヶ浜処理区

彦島終末処理場 下関市彦島福浦町一丁目 敷地面積 約 61,000 ㎡ 彦島処理区

山陰終末処理場 下関市大字垢田字洞の上 敷地面積 約 132,900 ㎡ 山陰処理区

山陽終末処理場 下関市乃木浜二丁目 敷地面積 約 80,000 ㎡ 山陽処理区

「区域は総括図表示のとおり」



変更理由

下関都市計画公共下水道は、昭和 33 年から中心市街地を対象に事業を開始して以来、現在、ポンプ場 25 箇所と処理場 4箇

所が稼働し、鋭意整備を進めているところです。

こうした中、下関市では持続可能な行政サービスを提供するため、令和５年度に「下関市汚水処理施設整備構想」の見直し

を行い、公共下水道計画区域を縮小する方針としました。

以上の経緯から、公共下水道の排水区域を変更しようとするものです。



新旧対照表

１．下水道の名称

変更なし

２．排水区域

旧新 排水区域

旧 排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第 8条

第 1項に基づき定められた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

（備考）

面積 約 5,303ha 分流汚水 約 5,303ha 筋ヶ浜処理区 約 723ha

分流雨水 約 5,303ha 彦島処理区 約 793ha

山陰処理区 約 2,332ha

山陽処理区 約 1,455ha

新 排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第 8条

第 1項に基づき定められた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

（備考）

面積 約 5,064ha 分流汚水 約 5,063ha 筋ヶ浜処理区 約 723ha

彦島処理区 約 793ha

山陰処理区 約 2,229ha

山陽処理区 約 1,318ha

分流雨水 約 5,064ha 筋ヶ浜処理区 約 713ha

彦島処理区 約 793ha

山陰処理区 約 2,206ha

山陽処理区 約 1,352ha



３．下水管渠

変更なし

４．その他施設

変更なし



P

吉見中継ポンプ場

江の浦中継ポンプ場

弟子待中継ポンプ場

田の首中継ポンプ場

塩浜中継ポンプ場

福浦中継ポンプ場

T

彦島終末処理場

西山中継ポンプ場

P

P

P P

P

山陽終末処理場

竹ノ子島中継ポンプ場

南風泊中継ポンプ場
竹崎中継ポンプ場

P

P

本村中継ポンプ場 P

P

P

本村第2中継ポンプ場
P

小門中継ポンプ場

P

筋ヶ浜中継ポンプ場

筋ヶ浜終末処理場

筋川中継ポンプ場

第3中継ポンプ場

伊崎中継ポンプ場

P

P

P

武久中継ポンプ場

新垢田中継ポンプ場

山陰終末処理場

綾羅木中継ポンプ場

宮の下中継ポンプ場

王喜中継ポンプ場

P

P

T

P

P

T

T

P

第1中継ポンプ場

P

( 汚 水 ) 

彦 島 処 理 区
約 793ha

山 陽 処 理 区
約1,455ha

約 723ha

C4

C12

C9

山 陰 処 理 区
約2,332ha

下関市公共下水道
約 5,303ha

筋ヶ浜処理区

吐2

陽1

吐1

陰1

陽2

約2,229ha

約1,318ha

約 5,063ha

下関都市計画下水道（下関市決定）

縮尺 1/25,000

令和7年　月

総括図（汚水）

山口県下関市

承
認

設
計

P

長府汚水幹線

安岡綾羅木汚水幹線

綾羅木圧送幹線

垢田汚水1号幹線

排水区域

幹線管渠

放流管渠

凡     例

変　更　後

変 更 な し

既計画幹線

変　更　前

ポンプ場

吐1

P追　　加

処 理 場

変 更 な し T

P

廃 止 幹 線

廃　　止

P

追 加 幹 線

変 更 な し 吐1

吐1

追　　加

廃　　止

変 更 な し

追　　加

廃　　止 T

T

Administrator
長方形



下関都市計画下水道（下関市決定）

縮尺 1/25,000

令和7年　月

総括図（雨水）

山口県下関市

承
認

設
計

彦 島 処 理 区
約 793ha

山 陽 処 理 区
約1,455ha

C4

C12

C9

山 陰 処 理 区
約2,332ha

約 5,303ha

約 723ha

筋ヶ浜処理区

下関市公共下水道

約 713ha

約2,206ha

約1,352ha

約 5,064ha

( 雨 水 ) 

小月排水ポンプ場

P

小月啓作排水ポンプ場

P

排水区域

凡     例

変　更　後

変 更 な し

変　更　前

ポンプ場

追　　加 P

廃　　止 P

変 更 な し P

Administrator
長方形



　下関市都市計画審議会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　前田　晋太郎　

下関北都市計画下水道の変更について （諮問）

　　　下記のとおり、都市計画下水道を変更することについて、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第
１９条第１項の規定により、貴会の意見を求めます。

記

下関北都市計画下水道排水区域の変更（下関市決定）

　　　

下 都 第 ３ １ ９ ４ 号
令和７年(2025年)１２月２６日



下関北都市計画下水道の変更（下関市決定）

都市計画下関市公共下水道「２．排水区域」を次のように変更する。

１．下水道の名称 下関市公共下水道

２．排水区域

排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示するものであり、「農業振興地域の整備に関す

る法律」第 8条第 1項に基づき定められた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

３．下水管渠

（備考）

面積 約 319ha 分流汚水 約 290ha 川棚小串処理区 約 290ha

分流雨水 約 312ha 川棚小串処理区 約 312ha

名 称
位 置

備 考
起 点 終 点

放流渠 下関市豊浦町大字川棚字曲田 下関市豊浦町大字川棚字曲田

「区域は総括図表示のとおり」



４．その他施設

名 称 位 置 備 考

豊浦中部浄化センター

下関市豊浦町大字川棚字汐入

下関市豊浦町大字川棚字国重

下関市豊浦町大字川棚字曲田

敷地面積 28,600 ㎡ 川棚小串処理区

「区域は総括図表示のとおり」



変更理由

下関北都市計画公共下水道は、平成 5年度に中心市街地を含む 296ha を都市計画決定し、その後、平成 10 年度及び平成 13

年度、平成 18 年度に区域拡大を行い、現在 418ha を排水区域と定め、鋭意整備を進めているところです。

こうした中、下関市では持続可能な行政サービスを提供するため、令和５年度に「下関市汚水処理施設整備構想」の見直し

を行い、公共下水道計画区域を縮小する方針としました。

以上の経緯から、公共下水道の排水区域を変更しようとするものです。



新旧対照表

１．下水道の名称

変更なし

２．排水区域

３．下水管渠

変更なし

４．その他施設

変更なし

旧新 排水区域

旧 排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示

するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第 8条第 1 項に基づ

き定められた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

（備考）

面積 約 418ha 分流汚水 約 418ha 川棚小串処理区 約 418ha

分流雨水 約 418ha

新 排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示

するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第 8条第 1 項に基づ

き定められた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

（備考）

面積 約 319ha 分流汚水 約 290ha 川棚小串処理区 約 290ha

分流雨水 約 312ha 川棚小串処理区 約 312ha
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